
○
経
済
産
業
省
令
第
九
十
四
号

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基

づ
き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
特
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
八
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

特
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
中
「
第
三
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
特
許
法
」
の
下
に
「
第
四
十
八
条
の
七
及
び
」
を
加
え
る
。

様
式
第
二
十
九
の
備
考

の
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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ロ
特
許

を
受

け
よ

う
と

す
る

発
明

に
関
連

す
る

文
献

公
知

発
明

の
う

ち
特
許

を
受

け
よ

う
と

す
る
者

が
特

許
出

願
の

時

に
知
っ

て
い

る
も

の
が

あ
る

と
き

は
そ
の

文
献

公
知
発

明
が

記
載

さ
れ

た
刊

行
物
の

名
称

そ
の

他
の

そ
の
文

献
公

知
、



発
明

に
関
す

る
情

報
の

所
在

を
記
載

す
る

。

そ
の
記

載
は

情
報
の

所
在

ご
と

に
行

を
改

め
て
記

載
し

特
許

実
用
新

案
又

は
意

匠
に

関
す
る

公
報

の
名

称
を

、
、

、

記
載

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
特

許
文

献
１

の
欄
を

設
け

特
開

○
○

○
○
－

○
○

○
○

○
○

号
公
報

の
「
【

】
」

、
「

」

よ
う

に
記

載
し

学
術

論
文

の
名

称
そ

の
他

の
情

報
の

所
在

を
記
載

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
非
特

許
文

献
１

、
「
【

】
」

の
欄
を

設
け

著
者

書
名

発
行
年

月
日

等
の

必
要

な
事

項
を
記

載
す

る
、

、
、

。

ま
た

文
献
公

知
発

明
を

含
め

特
許
を

受
け

よ
う

と
す
る

発
明

に
関

連
す

る
従
来

の
技

術
に

つ
い

て
も

な
る

べ
、

、
、

く
そ
れ

を
記

載
す

る
そ
の

記
載

は
特
許

文
献

１
非

特
許

文
献

１
等
の

欄
名

を
引

用
し
つ

つ

「
【

】
」

「
【

。
、

、
】

」

記
載
す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
、

。

こ
れ

ら
の

場
合

に
お

い
て

そ
の
記

載
は

原
則

と
し

て
発

明
が

解
決

し
よ
う

と
す

る
課

題
の

記
載
の

前
に

記
載

す
、

、

る
も
の

と
し

当
該
記
載

事
項

の
前

に
は

従
来

の
技

術
の

見
出
し

を
付

す
、

、
「

【
】

」
。

な
お

特
許

文
献

又
は

非
特

許
文

献
が
二

以
上

あ
る
と

き
は

次
の
よ

う
に

特
許
文

献
１

、
「

」
「

」
、

「
【

】
」

、
「

特
許

文
献

２
非
特

許
文

献
１

非
特

許
文

献
２

の
よ
う

に
そ

れ
ぞ
れ

記
載

す
る

順
序

に
【

】
」

、
「
【

】
」

、
「

【
】
」

よ
り
連

続
番

号
を
付

し
て

記
載

す
る

。



従
来

の
技
術

【
】

特
許
文

献
１

【
】

特
許

文
献

２
【

】

非
特
許

文
献

１
【

】

非
特
許

文
献
２

【
】

塩
基

配
列

又
は

ア
ミ

ノ
酸
配

列
を

含
む

明
細

書
等

の
作
成

の
た

め
の

ガ
イ

ド
ラ
イ

様
式
第
二
十
九
の
備
考

の
ホ
中
「
「

15

」
（

）

」
を
「

」
に
改
め
る
。

ン
平
成

年
月

日
特
許

庁
公

示
に
従

つ
て

特
許

庁
長

官
が
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

10
６

25

（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
の
備
考

の
ホ
中
「
「

」

塩
基
配

列
又

は
ア

ミ
ノ

酸
配

列
を
含

む
明

細
書

等
の

作
成

の
た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

14

（

」
を
「

」
に
改
め
る
。

平
成

年
月

日
特

許
庁
公

示
に
従

つ
て

特
許

庁
長

官
が

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

10
６

25
）

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一



部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
第
三
項
中
「
第
六
条
第
九
号
」
を
「
第
六
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
六
条
第
十
一
号

」
を
「
第
六
条
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
六
条
第
十
九
号
」
を
「
第
六
条
第
二
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第

六
項
中
「
第
六
条
第
二
十
号
」
を
「
第
六
条
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
六
条
第
二
十
一
号
」
を
「
第
六

条
第
二
十
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
継
続
中
の
特
許
出
願
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
特
許
出
願
に
係
る
様
式
第
二
十
九
の
備
考

の
ロ
及
び
実
用

15

新
案
出
願
に
係
る
様
式
第
三
の
備
考

の
ホ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

14


